
（Ｒ8.2）

なし

変更後１０日以内

なし

◎上記書類の内容によっては、補足資料の提出をお願いする場合があります。

労働者派遣事業　＜特定製造業務へ新たに派遣を開始・終了＞

労働者派遣事業変更届出書（様式第５号） 原本１部 コピー２部提出様式

添付書類

手数料

提出期限


